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2 保険給付に関する決定に不服のある者は、 Ｄ  に

対して審査請求をし、その決定に不服のある者

は、  Ｅ  に対して再審査請求をすることがで

  き、当該審査請求をしている者は、審査請求をした

日から 3 箇月を経過しても審査請求についての決定

がないときは、 Ｄ  が審査請求を棄却したものと

みなすことができる。 

解答 Ｄ 

解答 Ｅ 

→ ④労働者災害補償保険審査官 

→ ⑦労働保険審査会

第４９回 社労士試験 問題

〔選択式〕 労災保険法 【空欄Ａ及びＢ】

3 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある

者は、 Ａ  に対して審査請求することができ

る。審査請求は、正当な理由により所定の期間内

に審査請求することができなかったことを疎明し

た場合を除き、現処分のあったことを知った日の

翌日から期算して 3 ヶ月を経過したときはするこ

とができない。審査請求に対する決定に不服のあ

る者は、 Ｂ  に対して再審査請求をすること

ができる。審査請求をしている者は、審査請求を

した日から  Ｃ  を経過しても審査請求につい

ての決定がないときは、 Ａ  が審査請求を棄

却したものとみなすことができる。 

解答 Ａ → ⑲労働者災害補償保険審査官

解答 Ｂ 

（解答 Ｃ 

 → ⑳労働保険審査会 

→ ⑤3か月） 

論点的中




